
対象者 対象内容 所得制限
【所得制限対象者】

乳幼児および
小・中学生 生まれた日から中学校修了年度の 3 月 31 日まで なし（区分わけのため所得確

認は必要）【父、母】

高校生など

15 歳の誕生日以降の最初の 4 月 1 日から 18 歳の
誕生日以降の最初の 3 月 31 日まで
▶ 高校の在学は問いません。
▶ 被用者保険本人を含む。

なし

ひ と り 親 家
庭の児童

・母子家庭、父子家庭の児童　・父母のいない児童
・ 父または母が 1 ～ 2 級程度の身体障害者手帳な

どを持つ家庭の児童
▶  18 歳の誕生日以降の最初の 3 月 31 日まで。
▶ 被用者保険本人は該当しません。

あり
【父、母、扶養義務者】

重度心身障が
い（児）者

身体障害者手帳 1 ～ 3 級または療育手帳Ａを持っ
ている方

被用者保険本人のみあり
【本人、配偶者、扶養義務者】

高 齢 身 体 障
がい者

65 歳以上の身体障害者手帳 4 ～ 6 級を持っている方
▶被用者保険本人は該当しません。

あり
【本人、配偶者、扶養義務者】

　
福
祉
医
療
費
助
成
制
度
は
、
乳
幼
児
か
ら
中
学
生
ま

で
の
児
童
、
高
校
生
な
ど
、
ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
の
児

童
、
高
齢
身
体
障
が
い
者
お
よ
び
重
度
心
身
障
が
い

（
児
）
者
の
心
身
の
健
康
保
持
と
生
活
の
安
定
を
図
る

た
め
、
医
療
費
の
保
険
適
用
分
の
自
己
負
担
相
当
額
を

助
成
す
る
制
度
で
す
。
こ
の
制
度
に
か
か
る
費
用
は
、

秋
田
県
と
仙
北
市
が
負
担
し
ま
す
。

福祉医療費受給者証の更新と交付のお知らせ
仙北市市民生活課 国民健康保険係　☎ 43-3316

期日 場所 時間
7 月 18 日㈪㈷ 西木総合開発センター 9:00 ～ 16:00

7 月 19 日㈫ 市役所桧木内出張所 9:00 ～ 16:00

7 月 20 日㈬ 市役所神代出張所 9:00 ～ 19:00

7 月 21 日㈭ 田沢湖総合開発センター 9:00 ～ 19:00

7 月 22 日㈮ 市役所角館庁舎 9:00 ～ 19:00

7 月 23 日㈯ 市役所角館庁舎 9:00 ～ 16:00

次
に
該
当
す
る
場
合
は
届
出
が
必
要
で
す
。

　

� 

▼
健
康
保
険
証
が
変
わ
っ
た
と
き 

▼
住
所

や
氏
名
が
変
わ
っ
た
と
き 

▼
ひ
と
り
親
家

庭
で
は
な
く
な
っ
た
と
き
（
事
実
婚
を
含

む
） 

▼
転
出
、
死
亡
し
た
と
き 

▼
身
体
障

害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
の
等
級
が
変
わ
っ

た
と
き 

▼
受
給
者
証
を
紛
失
、
汚
損
、
破

損
し
た
と
き 

▼
受
給
者
証
の
有
効
期
限
が

切
れ
た
と
き

　
健
康
保
険
証
、
身
体
障
害
者
手
帳
ま
た
は

療
育
手
帳
（
障
が
い
者
の
区
分
で
該
当
し
て

い
る
方
）、
受
給
者
証
、
本
人
確
認
書
類
（
運

転
免
許
証
な
ど
）
を
お
持
ち
の
う
え
、
お
近

く
の
市
役
所
各
庁
舎
・
各
出
張
所
の
国
保
担

当
窓
口
へ
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
福
祉
医
療
制
度
の
対
象
と
な
る
が
申
請
を
し
た
こ
と

が
な
い
、
受
給
者
証
の
有
効
期
限
が
7
月
31
日
ま
で
と

な
っ
て
い
る
の
に
7
月
中
に
更
新
の
通
知
が
届
か
な
い

な
ど
の
方
は
、
8
月
1
日
㈪
以
降
に
市
民
生
活
課
国
民

健
康
保
険
係
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問合せ 仙北市市民生活課 国民健康保険係　☎ 43-3316

国民健康保険からのお知らせ

　　
7070
歳
未
満
の
方
で
、「
国
民
健
康
保

歳
未
満
の
方
で
、「
国
民
健
康
保

険
限
度
額
適
用
認
定
証
」
ま
た
は
「
国

険
限
度
額
適
用
認
定
証
」
ま
た
は
「
国

民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
・
標
準
負

民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
・
標
準
負

担
額
減
額
認
定
証
」
を

担
額
減
額
認
定
証
」
を
お
持
ち
の
方

お
持
ち
の
方

は
更
新
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

は
更
新
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
８
月
８
月

１
日
以
降

１
日
以
降
に
お
近
く
の
市
役
所
各
庁

に
お
近
く
の
市
役
所
各
庁

舎
・
各
出
張
所
の
国
保
担
当
窓
口
で

舎
・
各
出
張
所
の
国
保
担
当
窓
口
で

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、「
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適

　
な
お
、「
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適

用
認
定
証
」
ま
た
は
「
国
民
健
康
保

用
認
定
証
」
ま
た
は
「
国
民
健
康
保

険
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

険
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
」
を

認
定
証
」
を
お
持
ち
で
な
い
方

お
持
ち
で
な
い
方
も
、
も
、

申
請
（
国
保
税
に
滞
納
な
ど
が
あ
る

申
請
（
国
保
税
に
滞
納
な
ど
が
あ
る

場
合
、
交
付
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り

場
合
、
交
付
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り

ま
す
）
を
す
る
こ
と
で
、
外
来
・
入

ま
す
）
を
す
る
こ
と
で
、
外
来
・
入

院
に
か
か
る
一
医
療
機
関
の
窓
口
で

院
に
か
か
る
一
医
療
機
関
の
窓
口
で

の
支
払
い
（
個
人
単
位
）
が
限
度
額

の
支
払
い
（
個
人
単
位
）
が
限
度
額

ま
で
と
な
り
ま
す
。

ま
で
と
な
り
ま
す
。

 

申
請
に
必
要
な
も
の 

▼��

対
象
の
方
の
国
民
健
康
保
険
被
保

険
者
証

▼��

窓
口
に
来
ら
れ
る
方
の
本
人
確
認

で
き
る
身
分
証
明
書
（
運
転
免
許

証
な
ど
）

▼��

世
帯
主
の
個
人
番
号
通
知
カ
ー
ド

ま
た
は
個
人
番
号
カ
ー
ド

　
現
在
お
持
ち
の
受
給
者
証
、
認

定
証
は
８
月
１
日
か
ら
は
使

用
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
有
効

期
限
が
過
ぎ
ま
し
た
ら
お
近
く

の
市
役
所
各
庁
舎
・
各
出
張
所
の

国
保
担
当
窓
口
に
返
却
し
て
い

た
だ
く
か
、
ご
自
分
で
裁
断
す
る

な
ど
し
て
破
棄
し
て
く
だ
さ
る

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　

現
在
お
使
い
の
「
国
民
健
康
保
険

　

現
在
お
使
い
の
「
国
民
健
康
保
険

高
齢
受
給
者
証
」
の
有
効
期
限
が
７

高
齢
受
給
者
証
」
の
有
効
期
限
が
７

月月
3131
日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ

日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
た
め
毎
年
８
月
１
日
を
基
準
日
と

の
た
め
毎
年
８
月
１
日
を
基
準
日
と

し
て
一
部
負
担
金
（
保
険
医
療
機
関

し
て
一
部
負
担
金
（
保
険
医
療
機
関

な
ど
に
支
払
う
）
の
割
合
を
再
判
定

な
ど
に
支
払
う
）
の
割
合
を
再
判
定

の
う
え
更
新
し
ま
す
の
で
、
８
月
か

の
う
え
更
新
し
ま
す
の
で
、
８
月
か

ら
新
し
い
高
齢
受
給
者
証
を
保
険
医

ら
新
し
い
高
齢
受
給
者
証
を
保
険
医

療
機
関
・
保
険
薬
局
な
ど
に
ご
提
示

療
機
関
・
保
険
薬
局
な
ど
に
ご
提
示

く
だ
さ
い
。

く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、「
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適

　
ま
た
、「
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適

用
認
定
証
」
あ
る
い
は
「
国
民
健
康

用
認
定
証
」
あ
る
い
は
「
国
民
健
康

保
険
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

保
険
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
」
を
お
持
ち
の
方
も
更
新

額
認
定
証
」
を
お
持
ち
の
方
も
更
新

と
な
り
ま
す
。

と
な
り
ま
す
。
該
当
と
な
る
方

該
当
と
な
る
方
に
は
に
は

申
請
書
を
あ
わ
せ
て
送
付
し
ま
す
の

申
請
書
を
あ
わ
せ
て
送
付
し
ま
す
の

で
、
で
、
８
月
１
日
以
降

８
月
１
日
以
降
に
お
近
く
の
市

に
お
近
く
の
市

役
所
各
庁
舎
・
各
出
張
所
の
国
保
担

役
所
各
庁
舎
・
各
出
張
所
の
国
保
担

当
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

当
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

所得 3 回目まで 4 回目以降区分
901 万円を超える ア 252,600 円＋ ( 医療費 -842,000 円 ) × 1% 140,100 円
600 万円を超え 901 万円以下 イ 167,400 円＋ ( 医療費 -558,000 円 ) × 1% 93,000 円
210 万円を超え 600 万円以下 ウ 80,100 円＋ ( 医療費 -267,000 円 ) × 1% 44,400 円
210万円以下（住民税非課税世帯を除く） エ 57,600 円 44,400 円
住民税非課税世帯 オ 35,400 円 24,600 円

70
歳
未
満
の
方

所得区分
3 回目まで 4 回目以降

外来＋入院（世帯単位）外来（個人単位）
現役並みⅢ（課税所得 690 万円以上） 252,600 円＋ ( 医療費 -842,000 円 ) × 1% 140,100 円
現役並みⅡ（課税所得 380 万円以上） 167,400 円＋ ( 医療費 -558,000 円 ) × 1% 93,000 円
現役並みⅠ（課税所得 145 万円以上） 80,100 円＋ ( 医療費 -267,000 円 ) × 1% 44,400 円
一般（課税所得 145 万円未満など） 18,000 円 57,600 円 44,400 円

低所得者Ⅱ 8,000 円 24,600 円 －
低所得者Ⅰ 8,000 円 15,000 円 －

70
歳
以
上
75
歳
未
満
の
方

※1

問合せ

「
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
認

「
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
認

定
証
」
ま
た
は
「
国
民
健
康
保
険

定
証
」
ま
た
は
「
国
民
健
康
保
険

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
」
を
お
持
ち
の
方
は

認
定
証
」
を
お
持
ち
の
方
は

更
新
が
必
要

更
新
が
必
要
で
す
で
す

国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証

国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証

更
新
の
お
知
ら
せ

更
新
の
お
知
ら
せ

医療費が高額になったときの自己負担限度額（月額）医療費が高額になったときの自己負担限度額（月額）

70歳以上の方は、まず外来（個人単位）の限度額を適用した後、外来と入院を合わせた世帯単位の限度額を適用します。
※1　8月～翌年7月の年間限度額は144,000円（一般、低所得者Ⅰ・Ⅱだった月の外来の合計の限度額です）

8 月からの自己負担限度額は昨年度と変わりありません8 月からの自己負担限度額は昨年度と変わりありません

　

8
月
1
日
か
ら
高
校
生
な
ど
の
お
子
さ
ん
も
福
祉

医
療
の
助
成
対
象
と
な
り
ま
す
。
対
象
と
な
る
高
校
生

な
ど
の
い
る
世
帯
に
は
、
5
月
に
「
世
帯
現
況
届
」
を

送
付
し
提
出
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

　

世
帯
現
況
届
の
提
出
が
な
け
れ
ば
受
給
者
証
の
交

付
が
で
き
ま
せ
ん
（
福
祉
医
療
の
助
成
対
象
に
な
り
ま

せ
ん
）
の
で
、
手
続
き
を
お
忘
れ
の
場
合
は
至
急
ご
提

出
く
だ
さ
い
。

　
現
在
、
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方
で

　
現
在
、
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方
で
更
新
が
必
要
な

更
新
が
必
要
な

方方
と
、
新
た
に
対
象
と
な
る

と
、
新
た
に
対
象
と
な
る
高
校
生
な
ど
の
「
世
帯
現

高
校
生
な
ど
の
「
世
帯
現

況
届
」
を
提
出
い
た
だ
い
た
世
帯

況
届
」
を
提
出
い
た
だ
い
た
世
帯
あ
て
に
、

あ
て
に
、
77
月
は
じ

月
は
じ

め
に
申
請
書
を
同
封
し
た
通
知
を
お
送
り
し
ま
す
。
ご

め
に
申
請
書
を
同
封
し
た
通
知
を
お
送
り
し
ま
す
。
ご

都
合
の
つ
く
会
場
で
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

都
合
の
つ
く
会
場
で
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
都
合
に
よ
り
下
記
日
程
で
更
新
・
交
付
手
続
き
が
で

　
都
合
に
よ
り
下
記
日
程
で
更
新
・
交
付
手
続
き
が
で

き
な
い
方
は
、

き
な
い
方
は
、
88
月月
11
日
㈪
以
降

日
㈪
以
降
に
角
館
庁
舎
の
市
民

に
角
館
庁
舎
の
市
民

生
活
課
国
民
健
康
保
険
係
（

生
活
課
国
民
健
康
保
険
係
（
44
番
窓
口
）
で
手
続
き
を

番
窓
口
）
で
手
続
き
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
（

行
っ
て
く
だ
さ
い
（
77
月月
2525
日
㈪
～

日
㈪
～
2929
日
㈮
の
間
は
受

日
㈮
の
間
は
受

給
者
証
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

給
者
証
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
）。）。

　
通
知
に
記
載
さ
れ
て
い
る
必
要
書
類
（
健
康
保
険
証

　
通
知
に
記
載
さ
れ
て
い
る
必
要
書
類
（
健
康
保
険
証

な
ど
）
は
必
ず
お
持
ち
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま

な
ど
）
は
必
ず
お
持
ち
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま

す
。
す
。
書
類
が
そ
ろ
っ
て
い
な
い
と
そ
の
場
で
の
交
付
が

書
類
が
そ
ろ
っ
て
い
な
い
と
そ
の
場
で
の
交
付
が

で
き
ま
せ
ん

で
き
ま
せ
ん
。。

　新型コロナウイルス感染症予防のため、更新手続きへ　新型コロナウイルス感染症予防のため、更新手続きへ
お越しの際は可能な限りマスクの着用、手指の消毒などお越しの際は可能な限りマスクの着用、手指の消毒など
にご協力をお願いします。にご協力をお願いします。

▼ 更新日程

▼ 対象となる方

福
祉
医
療
費
受
給
者
証
の
更
新
・

福
祉
医
療
費
受
給
者
証
の
更
新
・
88
月月
11
日
か
ら
日
か
ら

新
た
に
助
成
対
象
と
な
る
高
校
生
な
ど
の
お
子
さ

新
た
に
助
成
対
象
と
な
る
高
校
生
な
ど
の
お
子
さ

ん
の
受
給
者
証
を
交
付
し
ま
す

ん
の
受
給
者
証
を
交
付
し
ま
す

福
祉
医
療
制
度
に
つ
い
て

福
祉
医
療
制
度
に
つ
い
て

福
祉
医
療
費
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方
へ

福
祉
医
療
費
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方
へ
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